
�愛媛県告示第１３０９号
児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の１０第１項の規定により、次のとおり指定居宅支援事業者を指定した。

平成１６年６月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１３１０号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１７条の４第１項の規定により、次のとおり指定居宅支援事業者を指定した。

平成１６年６月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１３１１号
知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）第１５条の５第１項の規定により、次のとおり指定居宅支援事業者を指定した。

平成１６年６月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１３１２号
児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の１０第１項の規定により、次のとおり指定居宅支援事業者を指定した。

平成１６年６月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

発 行 愛 媛 県

印 刷 岡田印刷株式会社
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○ 道路の供用開始（ 〃 ）………………………………６３９

○ 道路の供用開始（県道直瀬渋草線）………………………………６３９

○ 道路の供用開始（県道小田柳谷線）………………………………６４０

○ 道路の区域変更（県道久万森松停車場線）………………………６４０

○ 道路の供用開始（ 〃 ）………………………６４０

○ 道路の区域変更（県道広田双海線）………………………………６４０

○ 道路の供用開始（ 〃 ）………………………………６４１

○ 道路の供用開始（県道広田双海線）………………………………６４１

○ 道路の区域変更（県道大洲野村線）………………………………６４１

○ 道路の供用開始（ 〃 ）………………………………６４１

○ 道路の区域変更（県道深浦港線）…………………………………６４２

○ 道路の供用開始（ 〃 ）…………………………………６４２

告 示

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
指 定 居 宅 支 援 事 業 所 指 定

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００３００１２８１１９ 株式会社悠遊社 松山市余戸南二丁目
２４番３８号 寺 河 駿 児童居宅介護 株式会社悠遊社小田

事業所
上浮穴郡小田町大字
本川２４２４－１

平成１６年
６月４日

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
指 定 居 宅 支 援 事 業 所 指 定

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００１００１３９１１８ 株式会社悠遊社 松山市余戸南二丁目
２４番３８号 寺 河 駿 身体障害者居

宅介護
株式会社悠遊社小田
事業所

上浮穴郡小田町大字
本川２４２４－１

平成１６年
６月４日

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
指 定 居 宅 支 援 事 業 所 指 定

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００２００１６０１１３ 株式会社悠遊社 松山市余戸南二丁目
２４番３８号 寺 河 駿 知的障害者居

宅介護
株式会社悠遊社小田
事業所

上浮穴郡小田町大字
本川２４２４－１

平成１６年
６月４日

毎週（火・金）曜日発行 第１５６６号 平成１６年６月１５日

平成１６年６月１５日火曜日 第１５６６号
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�愛媛県告示第１３１３号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１７条の４第１項の規定により、次のとおり指定居宅支援事業者を指定した。

平成１６年６月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１３１４号
知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）第１５条の５第１項の規定により、次のとおり指定居宅支援事業者を指定した。

平成１６年６月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１３１５号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成１６年６月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
指 定 居 宅 支 援 事 業 所 指 定

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００３００１２９１１７ 有限会社介護センター津島
北宇和郡津島町北灘
乙２０４１番地 水 野 八重子 児童居宅介護 介護センター津島指

定訪問介護事業所
北宇和郡津島町近家
甲１６２３番地

平成１６年
６月４日

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
指 定 居 宅 支 援 事 業 所 指 定

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００１００１４０１１６ 有限会社介護センター津島
北宇和郡津島町北灘
乙２０４１番地 水 野 八重子 身体障害者居

宅介護
介護センター津島指
定訪問介護事業所

北宇和郡津島町近家
甲１６２３番地

平成１６年
６月４日

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
指 定 居 宅 支 援 事 業 所 指 定

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００２００１６１１１１ 有限会社介護センター津島
北宇和郡津島町北灘
乙２０４１番地 水 野 八重子 知的障害者居

宅介護
介護センター津島指
定訪問介護事業所

北宇和郡津島町近家
甲１６２３番地

平成１６年
６月４日

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－１５）第１５４４３号 平成１５年
１０月２８日 �三共 西岡 武子 松山市星岡町６７８ 平成１６年

５月６日 造園工事業 建設業の廃止
（一部）

（般－１２）第７４３５号 平成１２年
１２月１５日 大竹建設� 大竹 健次 松山市新浜町１２－１ 平成１６年

５月７日 建築工事業 建設業の廃止
（一部）

（般－１２）第３７２８号 平成１２年
１２月２８日 はぎもり電工 萩森 秀志 西予市宇和町坂戸５８９

－２
平成１６年
５月１１日 電気工事業 建設業の廃止

（代替わり）

（般－１４）第４６４６号 平成１４年
５月２１日 内山建設 内山 歳和 上浮穴郡小田町大字町

村２７９
平成１６年
５月１３日 建築工事業 建設業の廃止

（般・特－１２）第１０３号 平成１３年
３月２５日 越智建設� 越智 希 今治市常盤町５－５－

２９
平成１６年
５月１４日 建築工事業 建設業の廃止

（一部）

（般－１５）第１５１０８号 平成１５年
８月１１日 芸予マリン� 矢野みゆき 東予市周布６８０－１ 平成１６年

５月１４日 建築工事業 建設業の廃止
（一部）

（般－１４）第１２８３２号 平成１４年
９月１日 家高造園 家高弥寿男 北宇和郡広見町大字北

川４０
平成１６年
５月１４日 造園工事業 建設業の廃止

（般－１４）第１５０１９号 平成１４年
５月２４日 愛亀産業� 西山 由紀 松山市出合２５９９ 平成１６年

５月１８日

土木工事業
とび・土工工事業
石工事業
舗装工事業
造園工事業

建設業の廃止

（般－１４）第９６８号 平成１４年
６月１１日 �清水産業 清水 清美 喜多郡長浜町大字黒田

甲６１７－３５
平成１６年
５月１９日 土木工事業 建設業の廃止

（般－１１）第５１１８号 平成１２年
３月２３日 泉板金 泉 明 上浮穴郡小田町大字町

村２６３－１
平成１６年
５月２０日 板金工事業 建設業の廃止
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�愛媛県告示第１３１６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、西条地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年６月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１３１７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局久万土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年６月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１３１８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局久万土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年６月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１３１９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局久万土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年６月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

（般－１４）第１３６９１号 平成１４年
４月１６日 �エコ企画 清水 �茂 松山市西垣生町２３０－

６
平成１６年
５月２４日

土木工事業
とび・土工工事業
水道施設工事業

建設業の廃止

（般－１３）第８１６３号 平成１４年
３月１６日 土居造園 近藤 正三 四国中央市土居町畑野

３２３－１
平成１６年
５月２５日 造園工事業 建設業の廃止

（代替わり）

（般－１３）第１４７５５号 平成１３年
７月６日 篠原造園 篠原 新 四国中央市妻鳥町９９７

－２
平成１６年
５月２５日 造園工事業 建設業の廃止

（法人成り）

（般－１３）第１０１９８号 平成１３年
７月１３日 �黒光木材 黒光 長 周桑郡丹原町大字高松

甲２１３０－１
平成１６年
５月２７日

土木工事業
建築工事業
とび・土工工事業

建設業の廃止

（般－１３）第１２４６９号 平成１３年
１１月２２日 モリヒロ建設 森井 広隆 四国中央市金田町金川

７８４－２
平成１６年
５月２８日 建築工事業 建設業の廃止

（法人成り）

（特－１２）第１４４９６号 平成１２年
４月２５日 �コーノ地所 河野 隆幸 松山市三津３－５－４０ 平成１６年５月２８日 建築工事業 建設業の廃止

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 金子中萩停車場線
新居浜市萩生字河ノ北５９番３地先から

同字５６番７まで
平成１６年６月１５日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ４９４号 上浮穴郡面河村本組１４２７番５
旧 １３．０～１７．５ ０．０６０

新 １４．６～２０．０ ０．０６０

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ４９４号 上浮穴郡面河村本組１４２７番５ 平成１６年６月１５日
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愛 媛 県 報平成１６年６月１５日 第１５６６号
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�愛媛県告示第１３２０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局久万土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年６月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１３２１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年６月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１３２２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年６月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１３２３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局伊予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年６月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 直瀬渋草線
上浮穴郡面河村渋草７６４番２から

同村渋草７６１番２まで
平成１６年６月１５日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 小田柳谷線
上浮穴郡柳谷村大字西谷字古味３６２２番４から

同字３６３４番１地先まで
平成１６年６月１５日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 久谷森松停車場線
松山市久谷町甲２４番２から

同町甲２１番１１まで

旧 ４．８～９．２ ０．０４６

新 ４．８～１０．５ ０．０４６

〃 〃
松山市浄瑠璃町甲９９７番３から

同町甲５１３番４まで

旧 ４．０～１６．０ ０．０８８

新 ８．０～２２．０ ０．０８８

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 久谷森松停車場線
松山市久谷町甲２４番２から

同町甲２１番１１まで
平成１６年６月１５日

〃 〃
松山市浄瑠璃町甲９９７番３から

同町甲５１３番４まで
〃
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愛 媛 県 報平成１６年６月１５日 第１５６６号
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�愛媛県告示第１３２４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局伊予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年６月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１３２５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局伊予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年６月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１３２６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年６月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１３２７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年６月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 広田双海線
伊予郡中山町大字佐礼谷丙９５１番４から

同大字丙９５１番９地先まで

旧 ３．９～２３．８ ０．０８６

新 ６．４～２５．０ ０．０８６

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 広田双海線
伊予郡中山町大字佐礼谷丙９５１番４から

同大字丙９５１番９地先まで
平成１６年６月１５日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 広田双海線
伊予郡中山町大字佐礼谷２号４９番７から

同大字３号１６８番１地先まで
平成１６年６月１５日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 大洲野村線
大洲市森山字寺ノ尾甲７７９番２から

同字甲７７６番２地先まで

旧 ４．０～７．５ ０．１０９

新 １０．５～１８．０ ０．１０９

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 大洲野村線
大洲市森山字寺ノ尾甲７７９番２から

同字甲７７６番２地先まで
平成１６年６月１５日
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�愛媛県告示第１３２８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、宇和島地方局御荘土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年６月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１３２９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、宇和島地方局御荘土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年６月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 深浦港線
南宇和郡城辺町深浦２５２番２地先から

同町深浦２２０番１地先まで

旧 ３．０～８．０ ０．２１９

新 ３．０～８．０
１０．０～１８．０

０．２１９
０．２２０

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 深浦港線
南宇和郡城辺町深浦２５２番２地先から

同町深浦２２０番１地先まで
平成１６年６月１５日
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平成１６年６月１５日 印刷
平成１６年６月１５日 発行
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